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令和５年度　第８回倉吉市農業委員会会議議事録 

 

１　開催日時　　令和５年１１月１０日（金）　午後１時３０分から午後３時００分 
 
２　開催場所　　倉吉市役所　第２庁舎３階　会議室３０２ 
 
３　出席委員　　（２６人） 
　　　会長　　２番　山脇　優　委員 
　　　 
　　農業委員 

１番　髙見美幸　　委員　　　４番　田村静伸　　委員　　５番　福井章人　　委員 
６番　藤井由美子　委員　　　７番　室山恵美　　委員　　８番　吉村年明　　委員 
９番　山下賢一　　委員　　１０番　筏津純一　　委員　１１番　堀川理恵　　委員 

１２番　數馬　豊　　委員　　１３番　鐵本達夫　　委員　１４番　美田俊一　　委員 
１６番　松本幸男　　委員　　１７番　河野正人　　委員　１８番　原田明宏　  委員 
１９番　早田博之　　委員 

　 
農地利用最適化推進委員 

福井満寿美　委員　山脇賢治　委員　　塚根正幸　委員　　田倉恭一　委員 
秋山美香  委員　藤原　治　委員　　林　修二　委員　　小谷義則　委員 

山下洋一郎  委員 
  
４　欠席委員　　（２人） 
 ３番　船越省吾　委員　　１５番　衣笠健一郎　委員 
 
５　議事日程 
　　第１　開会 
　　第２　会長あいさつ 
　　第３　議事録署名人の決定 
　　第４　連絡・報告事項 

第５　議事 
議案第 44 号　農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第 45 号　農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第 46 号　非農地・非採草放牧地現況証明申請について 
議案第 47 号　農用地利用集積計画の決定について 
議案第 48 号　倉吉農業振興地域整備計画の変更について 
議案第 49 号　農用地利用集積等促進計画について 

 
第６　その他 
  倉吉市農林振興協議会委員の決定について 
 

　　第７　閉会 
 
６　農業委員会事務局職員 
　　　　局長　　　内川　啓二 
　　　　主幹　　　梶本　幸敬 

主任　　　岩田　寿朗 
経済観光部農林課職員 
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　　　　主幹　　　清水　彰夫 
主任　　　杉森　利栄 

 
７　会議の概要 
(１)　開　会 
事務局 　ただ今より、令和５年度第８回農業委員会会議を開会いたします。初めに山

脇会長よりごあいさつをお願いいたします。 
 
(２)　会長あいさつ 
会　長　　　　　（会長あいさつ） 
 
※　議長選出 
事務局　　　　　この後は農業委員会会議規則第３条により、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
(３)　議事録署名人の決定 
議　長　　　　　それでは本日の議事録署名人ですが、私の方で指名させていただいてもよろ

しいでしょうか。 
 

（はいの声） 
 
議　長 　それでは指名をさせていただきます。１０番 筏津委員、１１番 堀川委員に

議事録署名人をお願いいたします。 
 
※　欠席・遅刻届連絡委員の報告 
議　長　　　　  欠席届の連絡です。３番　船越委員、１５番　衣笠委員。衣笠委員は体調不

良のためということです。 
 
(４)　連絡・報告事項 
議　長 　それでは（４）連絡報告事項、事務局からお願いします。 
 
事務局　　　　　令和５年度第８回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。別

紙をご覧ください。（以下事務局説明） 
 
議　長 　中部ブロックの研修会におきましては、ここに書いてありますように全国農

業会議所の稲垣専務を講師として呼んであるということを聞いておりますので、

皆さんには出席の方をお願いしたいと思っております。 
 
 (５)　議　事 
議　長 　それでは（５）の議事に入ります。本日の議事について、事務局より説明を

してください。 
 
事務局　　　　　本日の議案について説明させていただきます。始めに議案第４４号　農地法

第３条の規定による許可申請についてでございます。議案２ページのとおり２

件の申請がございまして番号１、２共に売買による所有権移転でございます。 
次に議案第４５号　農地法第５条の規定による許可申請についてでございま
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す。議案４ページから５ページ記載のとおり３件の申請がございます。番号１

は○○○地内において○○○○○○が資材置場を整備するものでございます。

申請地は上下水道埋設道路の沿道で５００メートル以内に２つ以上の教育施設、

公共施設がある農地に該当しますので、農地区分は第３種農地で原則許可でご

ざいます。番号２は○○○地内における駐車場の整備でございます。農地区分

は第２種農地で許可根拠は集落接続でございます。番号３は○○地内において

○○○○○○○の工場用地を造成するものでございます。申請地は都市計画用

途区域の工業地域に指定されておりますので、農地区分は第３種農地で原則許

可でございます。 
続いて議案第４６号　非農地・非採草放牧地現況証明申請についてでござい

ます。議案７ページから８ページのとおり６件の申請がございました。 
次に議案第４７号　農用地利用集積計画の決定についてでございます。議案

の１１ページから２３ページのとおり３６件の利用権設定の申出と議案２４ペ

ージのとおり１件の所有権移転がございます。 
議案第４８号　倉吉農業振興地域整備計画の変更についてでございますが、

議案の２９ページから１０６ページまで記載のとおり倉吉市長から協議が出て

おります。 
最後に議案第４９号　農用地利用集積等促進計画については議案１６８ペー

ジのとおり１３件の協議がございます。本日の議案は以上でございます。 
 
議案第４４号　 農地法第３条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　それでは議案第４４号　農地法第３条の規定による許可の申請について委員

の皆さんにお諮りいたします。議案に対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を行います。ただ今の案件につき

まして賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので異議なしと認め、

議案第４４号については承認といたします。 
 
議案第４５号　 農地法第５条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　続きまして３ページ議案第４５号　農地法第５条の規定による許可申請につ

いて皆さんにお諮りいたします。本件につきましては、本日午前１０時３０分

より当番委員であります田村委員、林委員、藤井代理、内川局長、岩田主任と

私の６人で現地の調査に行っておりますので、代表して林委員より報告をお願

いいたします。 
 

林推進委員 　推進委員の林です。先程のメンバー６人で午前中現地確認をしております。

１番、２番、３番とも特に問題はなかったことを報告いたします。 
 
議　長 　ただ今、林委員より報告がございました。それでは議案に対する質疑を求め

ます。ありませんか。 
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（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、それでは賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので議案第４５号につ

きまして承認といたします。 
 
議案第４６号　 非農地・非採草放牧地現況証明申請について 
議　長　　　　　続きまして議案第４６号　 非農地・非採草放牧地現況証明申請についてお諮

りいたします。本件につきましても先程と同じように現地の調査に行っており

ますので、同じく代表して林委員より報告をお願いいたします。 
 
林推進委員 　こちらの方も午前中調査に行って参りました。６件とも特に問題はなかった

というふうに報告いたします。 
 
議　長 　はい、ありがとうございました。報告でも何ら問題なしということでござい

ますので皆さまのご質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので議案第４６号につきまして、賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので議案４６号は承認

といたします。 
 
議案第４７号　農用地利用集積計画の決定について 
議　長　　　　　続きまして議案第４７号　農用地利用集積計画の決定についてお諮りいたし

ますが、本日の農用地利用集積計画の各筆明細に該当委員に係る案件がござい

ますので、事務局より全体の説明を受ける前に該当委員に係る案件を先に審議

させていただくことにご異議ございませんか。 
 

（なしの声） 
 

議　長　　　　　異議なしということでございますので、そのように進行させていただきます。

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により該当委員の退席を求めます。 
１５ページ番号１４番と１６ページ番号１５番は、１番　髙見委員に係る案

件でございますので退席を求めます。 
 

（髙見委員　退席） 
 

議　長 　それでは髙見委員が退席しましたので事務局説明をお願いします。 
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事務局　　　　　１５ページでございます。申請番号１４番、○○の１筆の田、１，６３８㎡

の賃借権の設定でございます。以下記載のとおりでその他１６ページの番号１

５番で、合計いたしまして２筆、３，９９５㎡の賃借権の設定でございます。

いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているもの

と考えます。以上でございます。 
 
議　長 　はい、ただ今説明がございました。議案に対する質疑を求めます。ありませ

んか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

 
（賛成者　挙手） 

 
議　長 　はい、全員賛成でございますので承認といたしまして、髙見委員の入場を求

めます。 
 

（髙見委員　入場・着席） 
 
議　長 　髙見委員へ、ただ今の案件につきましては異議なしということで承認されま

したので報告いたします。 
続きまして、１６ページ番号１６番は、田倉推進委員に係る案件でございま

すので退席を求めます。 
 

（田倉委員　退席） 
 

議　長 　それでは田倉委員が退席しましたので事務局説明をお願いします。 
 
事務局　　　　　１６ページでございます。申請番号１６番、○○の１筆、１，１３４㎡の賃

借権の設定でございます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと考えます。以上でございます。 
 
議　長 　はい、ただ今説明がございました。議案に対する質疑を求めます。ありませ

んか。はい、鐵本委員。 
 
１３番 　１３番　鐵本です。参考に、改良区賦課金相当額をどの程度が教えていただ

きたいと思います。 
 
議　長 　田倉委員に入ってもらって。 
 

（田倉委員　入場） 
 
田倉推進委員 　○○○○の水利権の賦課金のつもりです。数百円だと思います。 
 
議　長 　ちゃんと聞いておかないと。分かりました。 
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（田倉委員　退席） 

 
議　長 　水利権だそうです、改良区ではないですね。鐵本委員、いいですか。 
 
１３番 　はい。 
 
議　長 　ということでございますので、挙手による採決を行います。ただ今の案件に

つきまして賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長 　はい、全員賛成でございますので承認といたしまして、田倉委員の入場を求

めます。 
 

（田倉委員　入場・着席） 
 
議　長 　田倉委員へ、ただ今の案件につきましては異議なしということで承認されま

したので報告いたします。今後はきちんと金額を確かめておいてください。 
 　以上で該当委員に係る案件は終了しましたので、全体について事務局より説

明をお願いします。 
 
事務局　　　　　１１ページでございます。利用権設定各筆明細等集計表につきましては、田、

畑、樹園地の合計は１１３，３７４㎡でございます。利用権設定各筆明細につ

きましては、１１ページから２３ページまでの記載のとおりでございます。 
　　　　　　　　続きまして２４ページ、所有権移転関係でございます。所有権の移転を受け

る者、○○○の○○○○。所有権を移転する者、○○○の○○○○○さんでご

ざいます。移転する土地は○○○の２筆２，４０９㎡の水田、畑でございます。

対価は２６５，８５０円、１０アールあたりですと水田は５０，０００円、畑

は１５０，０００円でございます。 
　　　　　　　　利用権設定を受ける者の農業経営の状況につきましては、２５ページから２

６ページ、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況につきましては、２７ペ

ージ記載のとおりでございます。いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしているものと考えます。以上でございます。 
 
議　長 　ただ今、議案第４７号につきまして説明がございました。議案に対する質疑

を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

１０番 　反対ということではなしに、ちょっといいですか。 
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議　長 　はい、筏津委員。 
 
１０番 　○○○○○○○○○○○○○と○○○○さんは一緒でしょう、社長だし。な

ぜ面積が違うんでしょうか。 
 
議　長 　はい、事務局。 
 
事務局 　今おっしゃっているのは議案２７ページの○○○○さんの面積が８，７３８

㎡であるということだと思います。備考に記載があるように認定農業者という

位置づけでもありません。ただ、○○○○○○○○○○○○○の代表取締役と

いう役職でありまして、その方であるならば所有権移転をする時は会社ではな

くて個人で所有権移転をすることができるということなんです。 
 
議　長 　○○○○○○○○○○○○○に移転していない農地は個人で持っているとい

うことでしょう。 
 
１０番 　○○○○○○○○○○○○○に貸したりできるでしょう。 
 
事務局 　現時点では○○さんが耕作します。いずれ出されることもあるかもしれませ

んが。 
 
議　長 　はい、そういうことで。先程もう手を挙げてもらいましたので、全員賛成で

ございますので承認といたします。 
 
議案第４８号　 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 
議　長 　続きまして議案第４８号　倉吉農業振興地域整備計画の変更についてお諮り

いたします。この説明は農林課の担当者が来ておりますので、説明をお願いし

ます。 
  
農林課 　農林課　杉森と申します。本日はよろしくお願いします。この度の変更につ

いて除外予定地は航空写真を付けさせていただいております。航空写真の中で

赤線で囲んであります、こちらが今回対象の除外予定地となっております。こ

れらは主に既に山林、林野化しているというようなところが主になっておりま

す。 
 
議　長 　この計画につきましては、事前に皆さまの方に届けてありますので何か質問

してみたいなということがありましたら、どうぞ。 
  

（なしの声） 
 
議　長 　それではただ今の議案第４８号について採決を行います。ただ今の案件につ

きまして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、全員賛成でございますので異議なしと認め議案第４８号　倉吉農業振
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興地域整備計画の変更については承認といたします。 
  
議案第４９号　 農用地利用集積等促進計画について 
議　長 　続きまして議案第４９号　農用地利用集積等促進計画についてお諮りいた

しますが、利用集積等促進計画各筆明細に該当委員に係る案件がございますの

で、事務局より全体の説明を受ける前に該当委員に係る案件を先に審議させて

いただくことにご異議ございませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長　　　　　異議なしということでございますので、進めさせていただきます。農業委員

会等に関する法律第３１条の規定により該当委員の退席を求めます。 
１６８ページ番号１番から６番は、１２番　數馬委員に係る案件でございま

すので退席を求めます。 
 

（數馬委員　退席） 
 
議　長 　それでは事務局、説明してください。 
 
事務局 　１６８ページ番号１番から６番でございます。借受経営体は、○○○。土地

につきましては○○他の５筆１０，１５０㎡の水田の促進計画で、賃借権の設

定で以下記載のとおりでございます。以上でございます 
 
議　長 　はい、ただ今數馬委員の案件について説明がございました。ご質問、ご意見

ございませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですのでただ今の案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手をお

願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長 　はい、全員賛成でございますので承認といたしまして、數馬委員の入場を求

めます。 
 

（數馬委員　入場・着席） 
 
議　長 　數馬委員へ、ただ今の案件につきましては承認されましたので報告いたしま

す。続きまして１１番から１３番の○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

は、１４番　美田委員に係る案件でございますので美田委員の退席を求めます。 
 

（美田委員　退席） 
 
議　長 　それでは事務局、説明してください。 
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事務局 　１６８ページ番号１１番から１３番でございます。借受経営体は、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。土地につきましては○○の３筆７，９３３

㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定で以下記載のとおりでございます。以上

でございます。 
 
議　長 　はい、ただ今美田委員の案件について説明がございました。ご質問、ご意見

ございませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですのでただ今の案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手をお

願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長 　はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたしまし

て、美田委員の入場を求めます。 
 

（美田委員　入場・着席） 
 
議　長 　美田委員へ、ただ今の案件につきましては異議なしということで承認されま

したので、報告いたします。 
以上で該当する出席委員の案件につきまして審議を終わりました。続いてそ

の他の案件について審議を行いますので、事務局説明をしてください。 
 

事務局 　はい、１６８ページでございます。農用地利用集積等促進計画につきまして

は、１６８ページの番号１番から番号１３番まで、合計で１３筆、２６，７４

３㎡の水田、畑でございます。 
農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により倉吉市長

から協議がありましたので、本会の意見を求めるものでございます。以上でご

ざいます。 
 
議　長 　事務局より説明がございました。議案に対する質疑ございませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の議案第４９号につきまして、賛成の農業委員の

方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございます。全員賛成でございますので承認といたしまし

た。以上で議事は終了といたします。 
 　続きましてその他の項に入らせていただきます。倉吉市農林振興協議会委員

の決定について皆さんにお諮りいたします。事務局説明してください。 
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事務局 　資料１６９ページ、倉吉市農林振興協議会委員の決定についてでございます。

農林課より委員の推薦依頼がございました。令和２年の３月から２年間、藤井

職務代理が委嘱されておりましたが、令和３年から４年度は新型コロナ対応の

ため開催してないという経過を経て、今回の推薦依頼がありました。よろしく

お願いします。 
 
議　長 　ただ今説明がありました。２年間コロナの関係で本人もほとんど忘れておる

ようでございまして。今後、コロナも下火になったので会合等入って参ります。

職務代理にそのまま継続はいかがでしょうか。 
 

（はいの声） 
  
議　長 　ではそのように承認させていただきます。藤井職務代理よろしくお願いしま

す。 
  
（６）その他 
議　長　　　　　続きまして別冊、その他報告･連絡事項をご覧ください。（１）農地法第４条

の規定による許可を必要としない届出について事務局お願いします。 
  
事務局 　２ページ目、農地法第４条の規定による許可を必要としない届出書について

でございますが、２アール未満の農業用施設に供する場合でございまして届出

地に農業用倉庫を設置されるものでございます。届出地及び地図については記

載のとおりです。 
次に３ページから農地法第５条の規定による許可を必要としない届出書につ

いてでございますが、３ページから４ページの（１）と５ページから６ページ

の（２）につきましては、いずれも倉吉市の発注する公共工事に伴う一時転用

でございます。届出地等記載のとおりでございます。７ページの（３）につき

ましては、○○○○○○○○○○の○○○○○○○新設に伴う一時転用でござ

います。届出地等記載のとおりでございます。以上でございます。 
  
議　長 　では（３）あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任について、梶

本主幹。 
  
事務局 　はい、８ページのあっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任につい

てということです。今回は７件ありました。１番目から説明させていただきた

いと思います。 
まず１番目ですけど、相談者が所有者の子である○○○○さんで○○○○○

○の水田であります。相談内容は賃貸借、使用貸借ということであります。 
９ページ、２番目は相談者が所有者の孫である○○○○さんで、○○の水田

であります。相談内容は賃貸借ということであります。 
１０ページ、３番目は相談者が所有者の○である○○○○さんで、○○、○

○の水田であります。相談内容は使用貸借ということであります。 
１１ページ、４番目は相談者が○○○○さんで○○の畑であります。相談内

容は売買、賃貸借、使用貸借ということであります。 
１２ページ、５番目は相談者が○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○

○　○○○○○ ○○○ ○○○さんで、○○の水田であります。相談内容は売
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買ということであります。 
１３ページ、６番目は相談者が○○○○さんで水稲の作付けを賃貸借、使用

貸借により増やしたい、場所は県道○○○○○沿い、○○○○○を希望されて

おります。住所が○○○なので、通勤の時に景色が見えるような○○○地区を

希望されております。約６から７反を希望しているとのことです。 
続きまして７番目は相談者が○○○○○さんで、白ねぎを作付けしたい。○

○地区を希望している。５月に定植のため４月頃に借りる予定で、約３反から

４反を希望しているとのことです。現在は新規就農者になることを普及所及び

農林課と検討中とのことです。 
以上、あっせん委員の選任についてよろしくお願いいたします。 

 
議　長 　かなり多いあっせんが出てきておりますが、まず１番目これは○○○。住所

は○○○の方。藤井委員ですね、よろしくお願いします。 
 　続いて○○、これは○○○の上の○○の辺りか。山下さん、よろしいですか。 
 
　９番 　はい。 
 
議　長 　それから次の○○○○さん、これも同じようなところでないかな。なら山下

さん、いいですかね。 
 
９番 　はい。 

 
議　長 　次は○○さん、これは○○だけど畑は○○だから田村委員さんよろしいです

か。これ○○○○○○○○○が借りとったところで、倒産して空いちゃったも

のですから。 
 　続きましてはこれは○○、數馬委員。 
 
１２番 　はい。 
 
議　長 　次、○○○○○○○○沿いっていったら、ええところあるかいな。空いてる

田んぼがあったな、○○の下側に行くと。○○の改良区行くとこ。 
 
１６番 　私がしようか。 
 
議　長 　改良区で、じゃあ松本委員に。 
 
　６番 　この間会いに行きましてね、堀川委員の方がちょっといわれたもので。 
 
１１番 　夫の同級生です。 
 
　６番 　それで聞いたら、勤めをしとって行き帰りに見たいと。で、自分も勤めをし

もって空いているところをちょこちょこみるっていわれて。 
 
１６番 　兼業みたいですか。 
 
議　長 　藤原委員、○○の○○さんがその辺持っとなったが、○○の下の方に水田持
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ってなかったですか。 
 
藤原推進委員 　○○ですね。 
 
議　長 　それでもう作るのを辞めちゃったんで聞いて。 
 
１８番 　それはもう電話が○○さんからかかってきましてね、作ってごしならんかっ

て。断ったんですけど、自分で探したって聞いてます。 
 
議　長 　それか。俺も○○さんから、誰か作ってごしならんかって聞いとったんで、

返されちゃってって。あれ誰が作っとっただ、○○○か。 
 
１６番 　○○○○○○。なんで作らせんのか。 
 
議　長 　○○○が辞めるけだが、人がおらんで。なら松本委員から。 
 
１６番 　ちょっと聞いてみようか。 
 
議　長 　それから次これは○○、○○○○○さん。知っとるでしょう、秋山さん。 
 
秋山推進委員 　はい。 
 
議　長 　○○の奥の方でしょう。 
 
秋山推進委員 　○○○のところです。 
 
議　長 　○の方でしょう。これは松本委員と２人で、秋山さんも初めてだから教えて

もらいながらやってみてください。 
 
１７番 　ちょっといいですか。 
 
議　長 　はい、どうぞ。 
 
１７番 　４番の○○○○○○○○のことで、賃貸借で出とるんですけど。結局昨日○

○○○の方に行ってきたんで、そしたら今ホウレンソウの採れ頃になってるの

がそのままの状態で従業員が来んようになって、そういう状態になってる。だ

けど入られんと。そういう宙に浮いたようなことで。賦課金は中間管理機構、

ここの利用権設定を通しても所有者から払ってもらっているのでそこは問題な

いということですけど、どんな形で動かすのかということ。結局、中間管理機

構を通したりここで利用権を設定したりした分が全部でどれくらいあって、そ

の受け皿をどうするのかというのは教えてもらっているわけですか。 
 
事務局 　その件につきましては私の方から説明させていただきます。まず１０月の１

３日、前回の会議の後に日本海新聞に出ましたけども、○○○○○○○○の方

が破産開始手続きに入ったということで。利用権設定につきましては、全て中

間管理機構を経ずに相対で設定されております。市内には８８筆、地権者とし



13 

ましては４５人の方がいらっしゃいまして、およそ２０町の面積となっており

ます。地区としましては尾原、国府、横田、三江、今在家、志津、本日○○さ

んの案件もありました服部、大河内、松河原、泰久寺、この１０ヶ所地区に農

地がございます。 
この度の破産が出たということで、周りの農家であそこなら作ってもいいな

という方もいらっしゃいまして、その仲を取り持つ形で次の耕作者の目処がつ

きそうな畑が現在１５人の地権者、横田、国府、今在家ですけども２８筆、残

りの地区については全くございませんが。こちらにつきましては翌月曜日に１

８条６項の解約の届出を相手方を空欄にしまして地主の方だけ書いていただき

まして、ほぼ無条件ということで書いていただいたものを来週の火曜日には破

産管財人にお送りして解約の手続きを先行させたいと。今現在どうしても権利

関係があって、破産管財人といえども一方的な解約はできませんので残ってい

るという状態から次の農業者へバトンタッチするために先行させる形で３割ぐ

らいですけど、そんな形で手続きを進めたいと思っております。 
ご心配のその他の地区についてはちょっと今のところ打つ手がないような状

況で、皆さんの方でもここの次おらんかえというようなことが出てくるかもし

れませんので。地図の方でどこの位置かを全て押さえておりますので、またご

覧いただきながら、こういうところが残っているというようなことをご承知い

ただければと思っております。 
  
１７番 　それからもう１つ、結局補助金の中に新聞では１億６，０００万だか１億７，

０００万返還できないということで。そのうちのここは規模拡大の補助金、そ

こだけ取れるか、融資とかで出すと抵当権が設定できるけどこういう補助金で

出すと全然そういう担保がないです。どういう手続きで返還を求めていくんで

しょうか。 
 
事務局 　はい、それも私の方から。今現在倉吉市に対しまして債権がありますかとい

うことで、破産管財人の方から通知がきております。通常、先程おっしゃられ

たとおり抵当権が入っておりますそっちの方が取られるんですけど。そして債

権には当然順位付けがあります。税金だったり、保険料だったり、この度につ

きましては補助金返還金という債権になろうかと思います。一方でうちのほう

で申し上げれば、地主さんの小作料ということで地代という債権がありまして、

そちらの届出をしていただくということになるかと思いますが。 
債権について結局全部配当できるようになればいいんですけれども、配当の

順位が出てくると思います。１番強いのがたぶん税だと思いますし次に料とか

のあたりで、その後の段階での補助金返還というようなところになってくるの

かなと。新聞紙上にもありましたように３２億円の負債という中で○○や○○、

当然○○○○の方にもありますので、そうした分配の方を破産管財人が整理さ

れるというふうに思っております。 
 

議　長 　はい、よろしいですか。今、うちの近くでもですね私が紹介した畑がかなり

あるんですけどホウレンソウがどんどん伸びてきて、ほとんど穴が開いてます。

消毒ができんで、誰もする人がおらんで。昨日も隣を通ったらとめられて、う

ちの畑のホウレンソウどがにしたらええだらかいなと。大体○○○○○○○○

っていうのは３０から５０センチまでホウレンソウを伸ばして、鎌で刈ってコ

ンテナに入れて持って帰って機械で刻んどったけ。畑見たら今ちょうど食べ頃
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ですから、全体が青々としとる。倒産したと聞いた時はまだ小さい１０センチ

ほどだったけど、今どんどん伸びて１５センチぐらいになっとる。まあ、そう

いうことで、自分の田や畑にまいてあるけどどがにしたもんだかえって悩んで

困っておられる地主さんと会いました。非常に地主の方も困っておられるのが

現状でございます。 
 
事務局 　その件に関しまして、既に破産管財人の事務所の別の弁護士ですけど電話で

話をさせていただいて、この合意解約につきましては当然今のままで、打って

返すとかっていうのが本当のことなんですけど、今のままで無条件で解約の手

続きをいたします。ですので今回進めている合意解約が成立すれば、そこの作

物は好いたようにということで。次の方へのバトンタッチでもしかしたら引き

継がれるということもあるかもしれませんが、そういった状態でございます。 
 
１６番 　関連で。 
 
議　長 　はい。 
 
１６番 　これは確か県の誘致企業ではなかったかな。その辺のことは。 
 
１７番 　倉吉市もで、県が１億３，０００万、市が１億８，０００万。 
 
議　長 　年数が経過しとるだら。 
 
１７番 　７年経過しとるで、もう返還義務はない。 
 
１６番 　計画的でないかな。 
 
議　長 　まあ１つはね、○○県のところでね役所が催促しても払えなんだで、大きい

ところは。倉吉なんかは待ってくれたみたいだけど。 
 
１６番 　失敗の誘致企業だったな。 
 
議　長 　心配しとったですわ、ゴボウを栽培してっていうので工場を建てて機械をい

れて、ゴボウはだめでしたって。 
 
１６番 　昨日通ったらトラクターも投げてある、３台だったかな。 
 
議　長 　ありますよ。トラクターもヤンマー農機だけど、ヤンマーは全て現金で売買

しておりますから一切ないということで。 
 
１６番 　キャビン付きのいいのが。 
 
議　長 　ありますよ、大きいのが。 

その他ありませんね。それでは次、農地等のあっせん活動の状況について報

告をお願いします。１番は美田委員。 
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１４番 　１４番　美田です。○○○さんですけど、昔小役人しとった時に農水省の出

先におったもんですから、面識がありましたんで、いろいろ情報を検討しなが

ら先の農家相談に出てもらったわけですけれども。ここに書いてありますとお

り○○○○○○○○が水田の方、既に○の法人がやっていますので、この話を

受けてから役員会を開いて、買い取るっちゅうわけにもならんということで、　

現状のとおりでいきたいということで、この２筆○○○○○○○○と○○○○

○○これにつきましては今言ったとおりでございます。上から２番目になる田

の２２２㎡につきましては、隣接の人にちょっと紹介してみようとあたったと

ころ、１人は亡くなり１人は９０才手前で後継者もないっていう状況で○○方

面に出てしまって○に住み着いとならん状況になっちゃったで、っていうこと

でちょっとこれは今宙に浮いた状態です。中ほどの○○○○○○と○、○は小

さい農道があった狭いところで地目は畑になっておりますけれども農道部分で

ないかなと思います。４８９㎡の分につきましては隣接の○○○○、○○才ぐ

らいですが、買ってまではようせん無償でなら受けてもええかなということで

ございます。○○○○○○○○につきましてもたまたま○○○○さんがこれも

良いですよという話になっております。 
そういうことを伝えましたところ、本当は希望は畑は全部一括処理でいわれ

ましたが、それはちょっと難しいと話してはおります。もう一つ○の○○○○

○、１番大きい１，１３１㎡ですけれどもこれについて○の○○○の裏に位置

する畑でございます。結構大きな面積でいいかなと思いましたけど、○○さん

が言うにはここはゆるい傾斜で○に向かっていると。雨が降ったら○の方に流

れていく、えらいことになっちゃうけここはようかまわんということで。そん

な状況で一括の処理は無理だなということですけれども、今のところそういう

状況ですね。本人に言ったら、また相続土地国庫帰属制度を利用してもええか

なと言われましたけれども、以上です。 
 
議　長 　次、藤井委員。 
 
　６番 　はい、６番　藤井です。○○さん本人に聞きましたら、梨畑があってその後

に柿の木をたくさん植えているということで、私も見に行ったですけど。近所

で畑仕事しておられるような方があっていろいろ話をしたらここはイノシシが

出るからな、ということで。その後本人のところに行って話して、イノシシが

出るしって言いよんなるですよって話したら、イノシシが出るから荒らしとっ

たらいけんけということで頼みに行ったって言われて。これはなかなか無理か

なという話はしました。まあ引き続きもし借りたい人があったら話をしてみま

すからっていうことで分かれましたので、以上です。 
  
議　長 　はい。続けてあっせん活動を行っていただきたいと思います。続きまして早

田委員。 
 
１９番 　早田です。最初の○○○の２筆について、畑ですが今耕作されている○○さ

んに買っていただくようになりました。それと下の３筆の田んぼですけれども、

これは買い手がないので継続して利用権設定でいきたいということでございま

す。 
それと○○さんの方からもう１つ希望があって、○○地区の方に２，２８０

㎡の原野になっている土地があるんですけれども、なんとかもらってもらえん
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だろうかということでございました。○○さんもちょっといらないということ

なので、もし農業委員さんにそういう方があればご紹介していただけたらと、

２，２８０㎡を無料で進呈させていただきます。 
 

議　長  　はい、ありがとうございました。続きまして福井委員。 
 
　５番 　５番　福井です。○○さんの土地は○○の○○○○から東側、○○○の間に

ある土地で○○○○○の工場のちょうど裏になります。この土地は農振を外し

てありましたけれども、去年でしたか農振を復活しております。その戻した目

的は水路の確保、農道の舗装化等々を現在やっております。それでこの土地を

○○の方にどうですかとお願いしとるんですけど、どなたも声があがりません

ので引き続きあっせんをしていきます。以上です。 
 
議　長 　どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。次は原田

委員、最後です。 
 
１８番 　１８番　原田です。○○さんのですが、１筆は今年から○○○○さんが耕作

しておりまして、全部まとめて４筆を○○○○さんに引き受けてもらう了解を

得ました。 
 
議　長 　はい、ありがとうございました。以上であっせんの報告を終わります。続き

まして（５）県外視察研修について梶本主幹お願いします。 
 
事務局 　（５）県外視察研修ということで説明させていただきます。今日お手元に青

の紙を配布させていただきました。それに基づいて予定なり説明させていただ

きたいと思います。 
１１月１６日来週の木曜日に出発です。初日は視察先のグループであります

旬の野菜レストラン農悠舎王隠堂で昼食をとり、その後、農悠舎王隠堂での視

察を１４時００分から行います。１時間程度を予定しております。その後、視

察として記載のとおりの JA ならけんの農産物直売所に行き、大阪市に１７時過

ぎに到着して、宿泊を予定しております。翌日は記載のとおりで、帰りは１９

時の予定でございます。当日に研修レポートのほうをお願いさせていただくよ

うになります。用紙は当日配布予定です。 
１点確認です。海田車庫を６時４０分に出発します。現時点の確認として海

田車庫に行かれる方は挙手をお願いします。 
最後に、集合場所は木曜日の１９時で市役所の前の社協の跡地の駐車場を利

用してもらって、若干下っていただいたらバスが停まっているということで例

年のとおりということでよろしくお願いします。以上です。 
 

議　長 　はい。初めての方も多いんで服装はどうでしょうかという質問も多いんです

けども。昨年から別にネクタイ、スーツは着なくてもラフな格好でいいですよ

ということにしておりますので、今年もそのような形で服装はしておいてくだ

さい。研修のことにつきまして、何か聞いておきたいということはありますか。 
   

（なしの声） 
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議　長 　ないですね。詳しいことは車中で皆さんに連絡をさせていただきます。その

他皆さんの方で何かございませんか。はい、鐵本委員。 
 
１３番 　１３番　鐵本です。農林課が来ておられるので、この２９ページの面積がよ

う分からんのだけど。採草放牧地が変更前と変更後が同じだったり、でも１７

７と１９８でなんで面積が上下違うのか。どっか何か加えてあるんですか。今

答えを出さんでもいいですけど、何でこういうふうになっているのかとかね。

それから農用地で樹園地が抜けているからだというのは分かるけど、そもそも

足した数字が総面積は変わらないのに、混牧林地こういうのが増えていうのを

どういうふうにやったのかなと、パズルみたいでちょっと分からない。 
 
農林課 　採草放牧地１９８の方と下の方の１７７ですけれど、上の表がですね農業振

興地域全体の中の面積となっておりまして、下の方が農用地区域の用途区分と

いうことで、こちらは農業振興地域の中の青地といわれる中の区分それぞれを

書いております。 
 
１３番 　振興地域の方は田畑だけでなく隣接地をいれることもあると聞いております

けど、その辺がちょっと表がよく分かりづらいのでそれでお尋ねしたんですけ

ど。振興地域の中の農地なんだということで、でも田や畑だけでなく森林や原

野も含まれているんですよというようなことなのか。どうなんですか。 
 
農林課 　上の表が農業振興地域全体の面積となっておりまして。 
 
事務局 　上が農業振興地域の採草放牧地で農業振興地域全体の農地が１９８ヘクター

ルありまして、下の方は農用地区域でその内の１７７ヘクタールあるっていう

意味で。上の表は農用地でなくて農地と読み取れば今の説明が理解できたかと

思いますけど。 
 
１３番 　慣れている人はいいけど、慣れてない人は分からないので。これ見て分かっ

た人が何人おられるか。 
 
議　長 　いいですか。 
 
１３番 　また来月でもいいですから説明してください。 
 
議　長 　ならそういうことで、よく調べてみて理解できるように説明してくださいと

いう要望ですので、来月またよろしくお願いします。その他ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
事務局 　すみません１点だけ。令和６年度の県外視察研修提案書の提出ということで

受け付けておりますので、帰りに後ろで渡すなり梶本まで提出していただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いします。以上です。 
 
議　長 　それでは本日の農業委員会会議はこれをもちまして閉会といたします。お疲

れ様でした。 
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―　午後３時００分　閉　会　―


